
６　介護予防通所介護費

注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防通所介護
を行う場合

運動器機能向上及び栄養改善
　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上
　（１月につき　４８０単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上
　（１月につき　４８０単位を加算）

（２） 選択的サービス複数実施
加算（Ⅱ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
　（１月につき　７００単位を加算）

要支援１　（１月につき　７２単位を加算）

要支援２　（１月につき　１４４単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

リ 介護職員処遇
改善加算

（１） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　（1月につき　＋所定単位×５９／１０００）

注
所定単位は、イからチまでにより算定
した単位数の合計

（３） 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

（４） 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５） 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

（２） 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　（1月につき　＋所定単位×４３／１０００）

ニ 栄養改善加算 　（1月につき　１５０単位を加算）

ホ 口腔機能向上加算 　(1月につき　１５０単位を加算）

ヘ 選択的サービス
複数実施加算

（１） 選択的サービス複数実施
加算（Ⅰ）

ト 事業所評価加算 　（1月につき　１２０単位を加算）

チ サービス提供
体制強化加算

（１） サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（２） サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（３） サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

１月につき
＋２４０単位

－３７６単位

要支援２
　（1月につき　３，３７７単位）

－７５２単位

ロ 生活機能向上グループ活動加算 　（1月につき　１００単位を加算）

ハ 運動器機能向上加算 　（1月につき　２２５単位を加算）

基本部分

注

イ 介護予防通所介護費

要支援１
　（1月につき　１，６４７単位）

×７０／１００ ×７０／１００ ＋５／１００

予防　4


